平成２２年度　火薬類保安教育講習会開催のご案内

社団人 岐阜県火薬類保安協会

火薬類保安手帳制度による平成２２年度の保安教育講習会を別添のとおり実施いたしますので、下記事項にご留意のうえ、最寄りの会場で受講されますようご案内申し上げます。

　全国火薬類保安協会、都道府県火薬類保安協会は、今後も保安手帳制度の有用性や保安教育の重要性に鑑み、経済産業省・都道府県等のご指導により、内容の充実に努め本制度を引き続き継続してまいります。ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1． 講習の区分

(1) 保安手帳（黒手帳）所持者を対象にした講習会
次回受講期限日が平成２２年１２月３１日になっている人

・平成２０年中に保安教育講習（又は再教育講習）を受講した人

・平成２１年中に火薬類取扱保安責任者免状を取得し、保安手帳の交付を受けた人

(2) 従事者手帳（青・黄手帳）所持者を対象にした講習会
次回受講期限日が平成２２年１２月３１日になっている人

・平成２１年中に保安教育講習を受講した人

・平成２０年中に保安教育講習を受け、平成２１年が受講免除であった人

・平成２１年中に発破技士免許等を取得し平成２１年中に従事者手帳の交付を受けた人

      ・火薬類の取扱いに従事するために新たに従事者手帳の交付を受けようとする人

＊平成２３年１月、２月に実施する高山会場については、平成２３年となるため、上記(1)(2)について、各年に１を加えてください。

(3)  再教育講習会
・保安手帳所持者で受講期限日までに保安教育講習を受講しなかった人（失効者）

・火薬類取扱保安責任者免状を有する者で、新たに保安手帳の交付を受けようとする人

　（試験合格発表の日から６ヶ月以内に保安手帳の交付申請を行わなかった人）

※失効した手帳をお持ちの方は、地区協会又は県協会へ必ず返納してください。

2． 申込みの手続き

1  それぞれ該当する講習会の区分に従い、申込期限日の１５時までに所属する地区協会へ受講申込書に下記の受講料を添えて申込んでください。（手帳所持者は手帳又は手帳のコピーを提示してください。）

2  申込期限を過ぎた場合は、ほかの会場で受講していただく場合があります。早めに申込みを行ってください。

3  申込みをした講習日に受講できなかった場合は、必ず申込協会へ次回受講希望日を連絡してください。

３．受講に際しての注意点

1  遅刻・早退等により規定講習時間に満たない場合は、別会場にて再度受講していただくことになりますので、必ず受講できる日を申込みしてください。

2  講習会当日は保安手帳又は従事者手帳を有する者は、その手帳を必ず持参し、一人ずつ受付へ提出してください。

3  筆記用具を持参ください。

４．受講料（テキスト代含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	(1) 保安手帳講習
	(2) 従事者手帳講習
	(3) 再教育講習

	会  　員
	非 会 員
	会　　員
	非 会 員
	会　　員
	非 会 員

	８，７００
	１４，０００
	６，０００
	１０，５００
	９，０００
	１５，０００


　　　　●　受付後の受講料は原則として返金できませんのでご注意ください。

【 参 考 】　＊ご確認ください
	

	　
	交付年月日
	昭和

平成
	年　月　日
	　

	　　　　　　　　　　　　

　　　　保　第　　　　　　　号

　　再交付年月日

  年　　月　　日

　　  昭 和

　　  平 成

　　更新交付年月日

　年　　月　　日

　　　昭 和

　　　平 成

　　交付機関の長及び印

岐阜県火薬類保安協会　
　　

社 団 

法 人 

　

発行者 

全国火薬類保安協会　
社 団 

　　法 人

	●受講申込書の手帳交付年月日と手帳番号は、この欄の年月日、番号を記入してください。

●従事者手帳所持者で交付年から１５年以上経過している場合は隔年受講となります。


◎手帳１頁
　　　
　　　　

保 又は 従

-1-

	●今年受講しなければならない場合は、次回受講期限日が２２年となっています。
●手帳失効者は、次回受講期限日が２１年以前になっています。


　

◎手帳５～６頁

	再教育講習・保安教育講習等の受講記録

	受講年月日
	講習会等の種類
	場　所
	協会印
	次回受講期限日

	２０．○．○
	保安教育講習
	○○市
	岐阜火協
	２２．１２．３１
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５．講習会の日時及び会場

· 会場の都合により、開催日や会場が変更になる場合もございます。ご注意ください。

· 受講申込み期限日の１５時までに申込みをしてください。

(1) 保安手帳（黒手帳）所持者講習会（産業火薬）
	
	講習会日
	時　　間
	会　　　　場
	申込期限

	Ｈ

22
・

12

・

31
期限日
	Ｈ２２．６．１０（木）
	１３:００～１７:００
	揖斐郡揖斐川町　揖斐総合庁舎
	Ｈ２２．６．　３（木）

	
	　　　　７．１６（金）
	１３:００～１７:００
	美濃加茂市古井町　可茂総合庁舎
	７．１２（月）

	
	　　　８．　６（金）
	１３:００～１７:００
	郡上市八幡町　郡上総合庁舎
	８．　２（月）

	
	　　　９．１７（金）
	１３:００～１７:００
	恵那市長島町　恵那総合庁舎
	９．１３（月）

	
	１０．２９（金）
	１３:００～１７:００
	岐阜市薮田南　岐阜県ｼﾝｸﾀﾝｸ庁舎
	１０．２５（月）


	
	１２．１７（金）
	１３:００～１７:００
	岐阜市薮田南　岐阜県ｼﾝｸﾀﾝｸ庁舎
	１２．１３（月）


	Ｈ23
期限
	Ｈ２３．１．２０（木）

１．２１（金）
	１３:００～１７:００
	高山市上岡本町　飛騨総合庁舎
	Ｈ２３．１．１４（金）


(2) 従事者手帳（青または黄手帳）所持者講習会

　＊７月１６日（美濃加茂市）のみ時間が異なりますのでご注意ください。

	
	講習会日
	時　　間
	会　　　　場
	申込期限

	Ｈ

22
・

12

・

31
期限日
	Ｈ２２．６．　４（金）
	１３:００～１６:００
	郡上市八幡町　郡上総合庁舎
	Ｈ２２．５．３１（月） 

	
	　　　　７．１６（金）
	９:３０～１２:３０
	美濃加茂市古井町　可茂総合庁舎
	７．１２（月）

	
	　　　９．　２（木）
	１３:００～１６:００
	恵那市長島町　恵那総合庁舎
	８．２７（金）

	
	１１．１９（金）
	１３:００～１６:００
	岐阜市薮田南　岐阜県ｼﾝｸﾀﾝｸ庁舎
	１１．１５（月）

	
	１２．１０（金）
	１３:００～１６:００
	岐阜市薮田南　岐阜県ｼﾝｸﾀﾝｸ庁舎
	１２．　６（月）


	Ｈ23
期限
	Ｈ２３．２．　４（金）
	１３:００～１６:００
	高山市上岡本町　飛騨総合庁舎
	Ｈ２３．１．３１（月）


(3) 再教育（黒手帳取得）講習会

	講習会日
	時　　間
	会　　　　場
	申込期限

	Ｈ２３．１．２８（金）
	９:３０～１６:３０
	岐阜市薮田南　岐阜県ｼﾝｸﾀﾝｸ庁舎
	Ｈ２３．１．２４（月） 


手帳交付の手続き

(1) 新しく交付を受ける場合

講習会を受講して手帳交付を申請する場合は、次の書類を提出してください。

　ａ　受講証明書

　ｂ　手帳交付申請書

　ｃ　免状(免許)を有するものは免状(免許証)の写し　＊免許証は裏表の写し

　ｄ　写真　２枚（３．４㎝×４．０㎝　縦長、脱帽、無背景、胸から上のもの）

　ｅ　手数料（会員５，３００円　非会員８，４００円）

(2) 再交付の場合

紛失・盗難・汚損した場合は、下記の書類をそろえ、再交付の手続きをしてください。

· ただし、手帳の番号が「４１○○○○」で始まるもののみです。それ以外の番号の方は各地区協会へお問い合わせください。

ａ　手帳再交付申請書

ｂ　(1)のｃ～ｅまで

(3) 更新交付の場合

手帳の受講記録欄に記載する余白がなくなった場合は、下記の書類をそろえ更新手続きをしてください。

　ａ　手帳更新交付申請書

　ｂ　手帳のコピー（１頁から６頁まで）＊選任中は、選解任の記録欄(７頁、８頁)が必要となります。
　ｃ　写真　２枚（３．４㎝×４．０㎝　縦長、脱帽、無背景、胸から上のもの）

　ｄ　手数料（会員３，６００円　非会員６，７００円）

(4) 氏名変更の場合

氏名が変更になった場合は、下記の書類をそろえ変更の手続きをしてください。

　ａ　(3)のａ～ｃまで

ｂ　氏名変更の確認ができる書面（書換後の免状・免許証（裏表）、戸籍抄本 等の写し）
ｃ　手数料（会員３，８００円　非会員６，９００円）

● 講習会に関するお問い合わせは、下記の各地区協会または県火薬類保安協会へお願いします。

	名　　称
	郵便番号
	電話番号
	所　在　地

	岐阜地域火薬類保安協会
	500-8029
	058-262-2001
	岐阜市東材木町9　㈱奥田銃砲火薬店内

	西南濃火薬類保安協議会
	503-2216
	0584-71-1160
	大垣市昼飯町108　岐阜県石灰工業(協)内

	揖斐郡火薬類保安協会
	501-0603
	090-6809-1931
	揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐事務所環境課内

	武儀火薬類保安協議会
	501-3763
	0575-33-0812
	美濃市極楽寺746　美濃建設会館内

	郡上火薬類保安協議会
	501-4213
	0575-65-4300
	郡上市八幡町殿町　郡上建設業協会内

	可茂火薬類保安協議会
	505-0041
	0574-26-1255
	美濃加茂市太田町1874　可茂建設業協会内

	土岐地区火薬類保安協議会
	507-0042
	0572-22-6217
	多治見市前畑町4-1２　㈱アクシス多治見支店内

	恵那地方火薬類保安協議会
	509-8301
	0573-45-2615
	中津川市蛭川5286-5 岐阜県花崗岩販売(協)内

	飛騨火薬事故防止協議会
	506-0052
	0577-32-2131
	高山市下岡本町2344-6　高山建設業協会内

	(社)岐阜県火薬類保安協会
	500-8384
	058-278-4030
	岐阜県薮田南5-14-12　
岐阜県シンクタンク庁舎内

















